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「こども未来戦略方針」 （令和５年６月1 3日閣議決定）（抄）

３．共働き・共育ての推進

（２）育児期を通じた柔軟な働き方の推進～利用しやすい柔軟な制度へ～

○ あわせて、柔軟な働き方として、男女ともに、一定時間以上の短時間勤務をした場合に、手取りが変わる
ことなく育児・家事を分担できるよう、こどもが２歳未満の期間に、時短勤務を選択したことに伴う賃金の
低下を補い、時短勤務の活用を促すための給付（「育児時短就業給付（仮称）」）を創設する。給付水準に
ついては、男女ともに、時短勤務を活用した育児とキャリア形成の両立を支援するとの考え方に立って、引
き続き、具体的な検討を進め、2025年度からの実施を目指す。その際には、女性のみが時短勤務を選択する
ことで男女間のキャリア形成に差が生じることにならないよう、留意する。

Ⅲ－１．「加速化プラン」において実施する具体的な施策
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育児時短就業給付（仮称）に関するご意見について

○ 「介護、育児、病気など誰にでも起こり得る。賃金補填を行うと、社内での分断がさらに深まる懸念。時短勤務を延⾧
する可能性が高まり、マミートラックへ入り女性活躍推進と逆行する。」（令和５年２月20日第3回こども政策の強化に
関する関係府省会議における天野妙氏提出資料より）

○ 「第１は、時短勤務に対する給付制度でございます。育児休業を選択すれば給付が出る仕組みはあるのですから、
育児のために時短勤務を選択した場合の賃金低下を補う給付の仕組みを早期に創設すべきだと考えます。また、時
短勤務が普及すると、女性の時短勤務の固定化につながるのではないかという懸念も指摘されておりますので、この
点について関係者の意見をよく踏まえて検討を図るべきだと思います。」（令和５年５月17日第3回こども未来戦略会
議における遠藤委員発言より）

○ 「時短勤務を選択した場合の給付も重要だが、現状、短時間勤務の利用者は女性に偏り、長期化する傾向にある。
今後も給付を行うことで女性への子育ての負担の偏りを強化することになっては本末転倒ではないか。」（令和５年５
月17日第3回子ども未来戦略会議における新居委員提出資料より）

○ 「育児休業給付の給付率の引き上げ、時短勤務時の給付の創設などについては、失業等給付とのバランスや給付
の対象とならない者との公平性などの観点から、慎重に検討する必要があります。その財源についても、こども・子育
て政策の強化を目的とすることに鑑み、国庫負担とすることを念頭に置くべきだと考えます。」（令和５年５月22日第4
回こども未来戦略会議における芳野委員発言より）

○ 「時短勤務の活用を促すための給付の創設は、共働き・共育ての推進に重要」（令和５年６月１日第5回こども未来戦
略会議における水島委員発言より）

○ 「雇用保険の目的に照らして、育児休業期間の所得保障というよりは、就業継続の観点から、例えば夫と妻が時短勤
務をうまく組み合わせるなどにより、仕事と育児の両立を図りやすくするための給付の在り方を検討してもいいのでは
ないか。また、育児休業からの早期復職や、育児休業を取得せずに育児のために時短勤務するような柔軟な働き方
を推進する観点からも、時短勤務を選択した場合の給付の創設が考えられるのではないか。」 （雇用保険制度研究
会中間整理（令和５年５月）より）
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（施行日）

H4.4.1 H22.6.30H14.4.1

子が３歳未満
…措置義務、

３歳～小学校就学
前…努力義務
（※左記と同じ）

子が１歳未満…措置義務
１歳～小学校就学前…努力義務

（※短時間勤務、フレックス、時差
出勤等からいずれか一つを事業
主が選択して措置する義務）

所定労
働時間
の短縮
等

※H24.6.30まで100人以下企業は猶予

R5.4.1

【短時間勤務制度】 子が３歳未満…措置義務
３歳～小学校就学前…努力義務

【短時間勤務制度以外】 子が小学校就学前まで…努力義務

育児・介護休業法における勤務時間短縮措置の変遷
第59回雇用環境・均等分科会

（令和５年７月26日）資料一部改変
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：現行の努力義務

今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会 報告書 概要

子の年齢に応じた両立支援に対するニーズへの対応

【イメージ】

：見直しの方向性

：現行の権利・措置義務

※始業時刻の変更等：フレックスタイム制、時差出勤、保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与

総論

育児休業、又はそれに準ずる措置

出生 １歳 ３歳 就学２歳

育児休業等

短時間勤務制度

○1日６時間とする措置は必ず設ける。

○労使協定により、短時間勤務が困難な業務に従
事する労働者を適用除外とする場合の代替措置

・育児休業に関する制度に準じる措置
・始業時刻の変更等（※）

所定外労働の制限（残業免除）

時間外労働の制限（残業制限）（24時間/月、150時間/年を超える時間外労働を禁止）

深夜業の制限

育児目的休暇、始業時刻の変更等（※）

短時間勤務制度

残業免除（努力義務）

柔軟な働き方を実現するための措置

○事業主は、

・短時間勤務制度

・テレワーク

・始業時刻の変更等（※）

・新たな休暇の付与

等の中から複数の制度を選択して措置。

※措置の際、労働者の代表等からの意見聴取の機会を設ける
※制度利用者の定期的な面談、心身の健康への配慮も必要

残業免除（権利）の延長

様々なニーズに対応するため、
1日６時間を設けた上で、他の勤
務時間も併せて設定することを
促す。

子の看護休暇
就学以降に延長

（小学校３年生まで）
取得目的、勤続６か月未満の労働者の取扱いなどを見直す

テレワークを努力

義務（３歳になる

まで）

テレワーク

を追加

育児目的休暇、始業時刻の変更等（※）

フルタイムでの

柔軟な働き方

第59回雇用環境・
均等分科会

（令和５年７月26日）
資料
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正規の職員・従業員 パート・アルバイト

労働者派遣事業所の派遣社員 契約社員・嘱託

その他 役員

自営業主(内職者を含む） 家族従業者

正規の職員・従業員

パート・アルバイト

労働者派遣事業所の派遣職員

契約社員
・嘱託

【出典】総務省「労働力調査（基本集計）」（令和４年）

• 年齢階級別の就業率は、35～39歳の77.0％を底に再び上昇していく。

• 年齢階級別に女性の就業形態をみると、「正規の職員・従業員」は25～29歳が59.7％とピークとなっている。
その後、年齢が上昇していくにつれ、「パート・アルバイト」等の非正規雇用で働く者の割合が増加していく。
（いわゆるL字カーブ）

就業率

正規雇用比率

女性の役員を除く雇用者
２,６８２万人

うち正規の職員・従業員
１,２５０万人（４６.６％）

うち非正規の職員・従業員
１,４３２万人（５３.４％）

女性の年齢階級別就業率（雇用形態別） 第59回雇用環境・均等分科会
（令和５年７月26日）資料
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未婚女性の15歳以上人口に占める「正規の職員・従業員」の比率
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平成25年・有配偶 令和４年・有配偶

女性の年齢階級別正規雇用比率

• 有配偶の女性において、 25～29歳の「正規の職員・従業員」の比率は、平成25年（27.6％）と比べると、
令和４年（50.0％）は大幅に上昇しているが、25～29歳でピークとなった後に減少する「L字カーブ」が見
られる。

【出典】総務省「労働力調査（基本集計）」より作成。

※正規雇用比率は、（正規の職員・従業員）÷（15歳以上人口）により算定。

（％） （％）

有配偶女性の15歳以上人口に占める「正規の職員・従業員」の比率

第59回雇用環境・均等分科会
（令和５年７月26日）資料
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利用すれば仕事を続けられたと思う支援・サービスについて

利用することができれば仕事を続けられたと思う支援・サービスをみると、離職前に正社員であった女性のうち、
45.2%が「１日の勤務時間を短くする制度（短時間勤務制度）」を挙げている。

【出典】日本能率協会総合研究所「仕事と育児の両立等に関する実態把握のための調査研究事業」（労働者調査）（令和４年度厚生労働省委託事業）

＜利用すれば仕事を続けられたと思う支援・サービス（複数回答）＞
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育児のための短時間勤務制度等を利用した後の働き方等の変化（不利益に感じるもの）

○ 育児のための短時間勤務制度や所定外労働の制限（残業を免除する制度）を利用している（利用していた）
回答者について、制度を利用することで変化した働き方等のうち不利益に感じるものをみると、「わからな
い」又は「不利益に感じるものはなかった」の回答以外で、

・「男性（正社員・職員）」では「責任のない役職（管理職ではない等）に変わった」（15.5％）が最も回答
割合が高かった。

・「女性（正社員・職員）」では「勤務時間にあわせて、仕事量が変わらなかった」（16.4％）が最も回答割
合が高かった。

＜育児のための短時間勤務制度や所定外労働の制限利用後の働き方等の変化_ 働き方等の変化のうち不利益に感じるもの（複数回答）＞

【出典】日本能率協会総合研究所「仕事と育児の両立等に関する実態把握のための調査研究事業」（労働者調査）（令和４年度厚生労働省委託事業）
※ 両立支援制度の利用状況で、育児のための短時間勤務制度、所定外労働の制限（残業を免除する制度）のどちらかで、「1.現在利用している」「2.以前は利用していたが、現在は利用していない」のいずれかを選択した回答者を
集計対象とする。

責任のない役職（管理職ではない等）に変わった

業務負荷が減った

業務の責任の範囲が変わった

部署が変わった（残業のない部署に変わった等）

夜勤・休日勤務がない（少ない）ポストに変わった

出張が免除されるようになった（少なくなった）

対外業務（顧客との対応等）がなくなった（少なくなった）

勤務時間にあわせて、仕事量が変わらなかった

時間あたりのアウトプット・成果で評価されなくなった

その他

不利益を感じるものはなかった

わからない

7.0%

16.4%

13.3%

41.5%

23.2%

15.5%

14.3%

8.3%

6.0%

7.1%

9.5%

22.6%

34.5%

0% 20% 40%

女性・正社員

(n=542)

男性・正社員

(n=84)
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育児休業給付等に関する論点③

○ 柔軟な働き方として、男女ともに、一定時間以上の短時間勤務を選択したことに伴う賃

金の低下を補い、時短勤務の活用を促すための給付（「育児時短就業給付（仮称）」）を

創設することとされていることについてどう考えるか。

○ 具体的な制度設計に当たり、以下の点についてどう考えるか。

・ 「時短勤務を選択したことに伴う賃金の低下を補い、時短勤務の活用を促す」、「男女と

もに、時短勤務を活用した育児とキャリア形成の両立を支援するとの考え方」、「女性の

みが時短勤務を選択することで男女間のキャリア形成に差が生じることにならないよう、

留意」といった点を踏まえ、どのような給付設計・給付水準とすべきか。

・ その際、雇用保険制度の趣旨・目的に照らして、どのように考えるべきか。
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